
　“識別されうる”という概念は，この相剋する２つの原則に対して，い

わば審判基準としての機能を果たしうるのであろうか？　おそらく否であ

る。何故ならば，何をもって識別されうる”とみるかは，個々の統計調

査によって異なり，すべての統計調査について，“識別されうる”項目あ

るいは識別されうる”状態を共通原則として設定することは，おそらく

不可能に近いからである。すなわちそれは，個々の統計調査ごとに裁量の

余地を残す，いねば倫理上の基準としての意味しかもちえないと考えられ

るのである。

　さてそれでは，この相剋する原則を是認しつつ，しかも情報化社会の要

請にこたえる統計調査を存立させかつ仲長させていくためには，新たな概

念にもとづく第３の原則の導入か，統計政策の観点からの新たな政策上の

理念の確立が必要となるであろう。考察に値する第３の原則のひとつは，

情報提供者に対しての“説明にもとづく同意(informed consent)”の原則

であり，そして政策上の理念のひとつは統計目的のために保護される領

域(enclave)”である。既に紙面も尽きたので，本稿はこれで結びとする。

―198 (95)―



て，まずその基礎となる諸概念とその整合性を吟味し，それら諸概念を整

理，敷衍した後に，“統計目的”ど秘匿性の保証”という２つの自律原

則を，整序した概念を用いて叙述した。「はじめに」で述べたように，“統

計目的”ど秘匿性の保証”という２つの自律原則は，いねば統計調査の

憲章として十全に機能し，たしかに，統計調査の歴史的発展を支える柱と

なってきたのである。しかるに今日の時代において，社会の情報化が広く

そして深く進展するにともなって，矛盾することなく機能するとみられて

いたこの２つの原則が相剋し，その自律作用が十分に働かない局面が展開

することとなった。すなわち，統計目的を追及しようとすればする程，秘

匿性の万全な保証がえられなくなるという事実が露呈し，逆に，秘匿性の

保証に徹しようとすればする程，社会認識の手段としての統計目的が形骸

化するという結果を生ずるに至ったのである。

　このことを，本稿で論及した諸概念で叙述してみよう。統計目的の追及

は，統計調査の最終産出物としての情報である統計データを，吏に一層詳

細に細分化された表示方法で表示することを要求する。統計データの詳細

表示に対する要求は，次第にデータ処理過程を遡及し，処理過程で次々に

産出される，秘匿状態にあるデータの情報化を促すに至る。そしてその遡

及は，終極的には，個体データからさらに個票上の記録に及ぶであろう“）。

しかしそれらの情報化は，明らかに秘匿性の完全な喪失を意味する。

　さて遂に秘匿性の保証に徹する場合はどうであろうか？　最終産出物と

して公表される，縮約された統計表の表示からさえも，個体情報が明らか

にされる危険は，つとに知られている。その危険を未然に回避するために

は，統計表に表示される統計データの一部を不本意にも秘匿するか45)あ

るいは縮約された統計表を更に縮約するほかはない。それは明らかに統計

目的の部分的な放棄を意味する。かくて統計目的と秘匿性の保証という２

つの原則は，まさに相剋する原則として，その自律的機能を期待しえない

こととなるのである。
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　ここであえて必要条件としたのは，それが十分条件ではないからである。

これは「匿名化によって秘匿性は維持されるか？」という古くて新しい命

題に関連しているが，この命題が否定的であることは，すでに多くの文献

によって論じられている43）。

おわりに

以上本稿では，統計調査における情報提供という課題を論ずるにあたっ

　　　　　　　　　　　― 200 (93) ―



ら，識別可能な記録を開示する強制に対して，十分かつ優先的な保護を規

定する秘匿性条項が，各連邦統計機関ならびにその他の指定された統計担

当部局に及ぶように，制定されなければならない。｣

　勧告はまたこれに関連して，情報自由法の改正について次のように言及

している41)。

　｢連邦政府の資金を源泉とする，然るべき手続きをへた統計調査におい

て，統計目的のみのために収集される情報であって，秘匿性を誓約しては

いるが十分な法律上の保護をもたない個々に識別しうる情報は，情報自由

法にもとづく開示から保護されるように，情報自由法は改正されるべきで

ある。｣

　以上諸文献の検討をとおして，統計調査における(現代的な意味での)秘

匿性の概念は，ほぼ明らかとなる。すなわち秘匿性とは，収集されたデー

タあるいは情報が置かれている状態にかかおる概念であって，それは，情

報提供者みずからの情報コントロール権としてのプライバシー概念とはお

のずから区別されるのである42)。

　前節までの諸概念を援用して，秘匿性およびその保証についての叙述を

するとするならば，それは次のようになるであろう。

　秘匿性とは，情報提供者でありかつ権利主体としての国民から提供され

た個体情報を入力とする，個票上の記録および個体データならびに個体デ

ータが情報化する過程において産出されるデータが，秘匿されている状態

に置かれるものであることを意味する。ここで秘匿が必要とされる理由は，

そもそも個体情報が，情報提供者に対して秘匿性の保証を誓約して収集さ

れたからであり，したがって，個票上の記録，個体データおよびその産出

物としてのデータが，個体識別項目を含むか否かという問題とは，直接関

連してはいない。しかし，少なくとも個体識別子をともなったデータは，

秘匿性の保証において万全であるとは認め難いから，個体識別子の消去は，

秘匿性の確保のための必要条件である。
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秘匿性が議会で相当顕著な問題になっていることを指摘した84)。この指摘

についてＣ. Hakim は，｢今日のセンサスにたいする関心は，ほとんどす

べてプライバシーと秘居住保護が社会的な問題として出現したことに由来

しているように思われる。｣と記している35)。統計調査におけるいわば憲

章ともたっていたはずの秘匿性の保証原則が，近年にいたってにわかに論

議の対象として復活したのは，プライバシーおよび情報公開に対する社会

的関心の高まりがその背景となっていることは疑いえない。

　Ｍ. Bulmer は，秘匿性はプライバシーとは異なるものであるとして，

次のように述べている36)。｢｢プライバシー」は，｢秘匿性｣と区別される。

秘匿性は，データが収集された後でのその利用，あるいは開示の条件にか

かおるものである。｣｢プライバシー概念とは異なり，秘匿性は，調査デー

タの収集者が，そのデータを保管する際の条件と，保護手段および保障措

置にかかおるものである。被調査者に対して秘匿性が保証されていても，

彼は，収集された後のデータの取扱いに対して統制力をもちえない。｣

　同様の見解は, C. Hakimによっても述べられており87)また国連の統

計機構ハンドブックは，上記５節において引用した叙述に先立って，次の

ように記している38)。

　　｢(ａ)収集されたデータの保護と，(b)データを提供した回答者の保護とは

区別されなければならない。ここでの検討課題は(ａ)であって，それは，そ

れらのデータを利用することについて法律上の権限を与えられている者以

外の者には，データを利用させないことをまず保証することを内容とする

ものである。｣

　前述のアメリカ統計協会のプライバシーと秘匿性に関する特別委員会は，

1974年プライバシー法および情報自由法(ＦＯＩＡ)89)が統計調査に及ぼす影

響をレビューした後に，秘匿性の保証に関してはなお法制上の措置が必要

であるとして，その報告書のなかで次の勧告を行っている4o)。

　　「調査あるいは行政記録のいずれかからえられた統計データシステムか
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については，更に，個票上の記録または個体データを処理する機関が，当

該統計調査実施機関の内部にあるか外部にあるか，外部の場合に政府機関

であるか民間機関であるかによって，情報提供にかかおる極めて錯綜した

課題を提示することとなる。

　6.“秘匿性(Confidentiality)”の保証原則

　統計調査における秘匿性の保証32）については，それが統計調査の存立に

かかおる原則のひとつであるとして，古来論議が展開され，文献も数多い。

Ｃ. Hakim （1979）は，イギリスにおけるセンサスの秘匿性原則についての

最初の公式説明書きは，すでに1861年センサスの世帯票にみられる，と述

べている33）。Ｍ. Bulmer （1979）は，1920年以降のイギリス議会の議事録

を仔細に分析した後，1970年と1975年のセンサスの際に，プライバシーと
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る。

(1)当該統計目的　　当該統計調査における当該統計の作成目的であって，

　個票上の記録は，それ以外の目的には使用されない81)。

(2)統計一般目的　　当該統計目的にかかわらず，それ以外の統計目的を

　もあわせて目的とするものであって，これの分岐として，更に次の諸内

　容がある。

　(ａ)当該統計調査による個票上の記録をもとに，当該統計目的以外の統

　　計を新たに作成すること(統計記録の再利用)。

　(b)当該統計調査による個票上の記録から出力される個体データをもと

　　に，当該統計目的以外の統計を新たに作成すること(個体データの再利

　　用)。

　(ｃ)当該統計調査による個体データから出力されるデータをもとに，当

　　該統計目的以外の統計を新たに作成すること(中間データの利用)。

　(d)当該統計調査による個票上の記録を，個体識別子を結合子もしくは

　　照合子として，他の記録とリンケージすることにより，合成された個

　　体データを出力し，それをもとに新たな統計を作成すること(データ・

　　リンケージヘの利用)。

　㈲　当該統計調査による個体データの特定の項目(個体識別子は含まない)

　　を，他の統計調査によるそれとマッチングさせることによって，合成

　　された個体データを出力し，それをもとに新たな統計を作成すること

　　(マッチングヘの利用)。

　(f)当該統計調査の個票上の記録を，統計調査のサソプリンダフレーム

　　もしくはサンプリングの情報として利用すること(サンプリソダヘの利

　　用)。

　なお上記(d)のデータ・リンケージにおけるリンケージの相手となる記録

は，当該統計調査における過去の統計記録，他の統計調査における統計記

録，統計記録以外の記録システム中の記録が含まれる。また統計一般目的
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　　「秘匿さるべき識別可能なデータを，データの収集，処理，保管の過程

を通じて保護することは，統計機関にとってその死活にかかおる任務であ

る。データ提供者との間での信頼関係を確立し，それを維持していくこと

によって，高い回答率と信頼しうるデータを回答者からうるためには，収

集されたデータが，回答者に示された目的以外には利用されないことを保

証することが必要である。」

　国連の記述では回答者に示された目的”となっており，これは主題と

の関連で重要な論点となるが,　ここではふれないでおく。

　以上の参照文献をとおして，そこにみられる共通認識から判断するなら

ば，主題の“統計目的”の原則は，その最も広い意味において，次のよう

に理解される。

　統計目的とは，集団化された個体情報を国民から収集し，それを移転，

変換，加工することによって，個体情報の識別が不可能であるような情報

を，新たに産出することである。かかる情報が必要とされる理由は，それ

が社会の一般的知識として，社会の知る必要にこたえうるものであるから

である。

　さらに補足するならば，

　かかる統計目的のための個体情報の収集は，それが統計目的のための収

集であることと，個体情報の秘匿性が保証されることを国民に説明し，そ

の同意をうることによって正当化される。したがって，このことは，統計

調査という情報収集活動を成立させる基盤であり，統計機関が存立してい

くための条件でさえある。

　　“統計目的”をこのような原則として理解することについては，なお敷

衍しなければならない点がある8o）が，本節ではとりあえずこの理解に立脚

して，前節までの諸概念を援用しつつ，統計目的の含意について，技術的

な考察を進めることとする。

　　“統計目的”の技術的な含意については，次の分岐を考えることができ
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タを集積し編整する者以外には，すべての者に対して秘匿されている。個

人の記録は，その記録を統計的な集計値，平均値あるいは関係の尺度に用

いる以外は，個人に影響を及ぼすいかなる決定にも利用されない。」

　同様な認識は，「Lindop Report」にもみられる。それは次のとおり叙述

されている26）。

　　「統計データの本質的な特色は，それが個人そのものでなく，個人の集

団(group)に関係しているという点にある27）。統計情報は，通常個々の人，

世帯，事業等に関する記録から作成されるが，それは集団にのみ関係して

いるのであって，その集団を構成している特定の個人についての情報を，

あらわにする意図は有していない。したがって，特定の個人についての個

人情報が明らかにされることのないように，統計活動の種類に応じた適切

な保護手段が講じられている限り，統計目的のための個人情報の利用は，

プライバシーを侵害する危険はほとんどない。」

　　「Lindop Report」はまた，このことを情報提供者の知る権利と関連さ

せて，次のように述べている28）。

　　「情報が純粋に統計分析(statisticalanalysis)のために収集される場合

には，何故にそのデータが必要とされるか，データが如何に取扱われるか

について，調査客体に知らせるために，その情報が“統計目的のため”あ

るいは統計作成のため”等の理由により必要であることを説明し，質問

の全般的な目的について，一般的な用語で知らせれば十分である。また調

査客体には秘匿性の保証が与えられるべきである。データ収集の際に，情

報が如何に利用され，誰がそれにアクセスしうるかについて，詳細な説明

を調査客体にする必要を我々は認めないが，それがその時点で明らかであ

る場合には，調査客体はそのことについての一般的用語による説明を受け

る権利を持つべきものであると我々は考える。」

　最後に，統計目的について若干広い含意をもつものとして，国際連合の

「統計機構ハンドブック」における記述を引用しておく29）。
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がシステムの中に組み込まれていない限り，記録システム中の記録ではな

く，したがってまた統計記録ではない。

　すなわち，アメリカのプライバシー法を，プライバシー保護制度のひと

つの参照条項とした場合に，個体情報と個体データとは法の傘下には入ら

ず，統計記録は法の一部条項について適用除外となることとなる24)。

　5.“統計目的(Statistical Purpose)”の原則

　本論に入る前に，若干の文献を参照しておきたい。まずアメリカ統計協

会が，1974年プライバシー法の制定にともなって設置した，「プライバシ

ーと秘匿性に関する特別委員会」の報告25）から，その序論の一部を次に引

用しよう。

　「統計目的とは，一般的知識を増大させること，すなわち，人またはそ

の他の実在物の集まりについて，その大きさ，傾向および諸関係を知るこ

とにある。統計記録とその内容を個別に識別することは，集計されるデー
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それと前節までの段階で導入した諸概念との整合性を吟味しておきたい。

　同法における“記録システム”の定義は次のとおりである2o）。

　「「記録システム(system of records)」とは，行政機関によって管理され

る記録の集まり(group)であって，それをもとに情報が，個人の氏名，識

別番号，記号，その他個人別に付与された識別項目により検索されるもの

をいう。」

　なおここで“検索される”の意味は，０ＭＢ（行政管理予算庁）ガイドラ

インの説明によれば，識別項目を用いた索引もしくは検索機能がシステム

のなかに組み込まれている意味と理解され，したがって検索機能をもたな

い単なる記録の集まりは，この定義のもとでの記録システムには該当しな

いものと考えられる。

　次に“統計記録”は下記によって定義されている21）。

　「「統計記録(statistical records)」とは合衆国法典第13編22）第８条に定め

る場合を除き，統計調査または統計報告(statistical research or reporting)

の目的に限って保有されるものであって，そのいかなる部分も,識別しう

る個人についての決定に用いられることのない記録システム中の記録をい

う。」

　なおこの定義にもとづく統計記録については，別に定める規則によっ

て，法律の一部の条項について適用除外とすることができることになって

いる23）。

　さて前節で定義した，個体情報，個票上の記録または個体データを集合

概念としてみた場合，それらと，アメリカのプライバシー法における統計

記録との整合性はどうであろうか？　個体情報は，記録システム中の記録

として入力される以前の情報であるから，統計記録には当然該当しない。

個体情報を入力とする個票上の記録の集合は，それが統計目的のために保

有され，個体に関する決定に用いられない限り，統計記録である。個票上

の記録から出力される個体データの集合は，個体識別項目による検索機能
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　4.集合概念としての“統計記録”

　以上の所論においては，情報源泉者から提供される情報およびそれにも

とづく記録，データについて，情報源泉者の１単位にかかおる諸概念を，

もっぱら考察してきた。次の課題は，それらの１単位ごとの情報，記録，

データの集合にかかおる諸概念，とくにそれらの集合が統計目的を意図し

て形成される場合の諸概念の検討である。

　統計調査という情報収集活動が行われるそもそもの動機は，社会につい

て集団概念を導入し，集団を構成する個体の諸属性を観察し，観察結果を

グループ別あるいはカテゴリー別に整理要約して表示することにある。し

たがって，統計調査において大量の個体情報が収集，蓄積，利用されるか

らといって，そのこと自体は，大容量のコンピュータや高度の通信手段の

登場とは本来無関係のはずである。しかるに個人のプライバシーに対する

今日の社会的関心の高まりは，もっぱらコンピュータによる情報処理技術

の革新と通信手段の高度化を背景とする，大量の個人情報の収集，蓄積，

利用にともなうプライバシー侵害への脅威によるものであって，プライバ

シー保護あるいはデータ保護に関する法制化の動機もそこに求められる。

統計調査と保護法制とは，個人情報の収集，蓄積，利用という局面では共

通の課題を含んでいるとしても，両者はその歴史性，目的性において本来

異質である。

　この点を概念上の問題として考察する準備として，まずアメリカの1974

年プライバシー法における記録システムおよび統計記録の定義を参照し。
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　さて本節および次節の主題と関連して，アメリカの1974年プライバシー

法(Privacy Act of 1974, 5 u. s.c.§552a)における“記録”の定義を参照

しておきたい19）。それは次のとおりである。

　「「記録(Record)」とは，個人についての，情報のある項目または情報

の集まりもしくはグループ分け(grouping)された情報であって，当該個

人の教育，金銭取引，医療歴および犯歴または雇用歴を含むが，これに限

られず，行政機関によって保有され，当該個人の氏名，識別番号，記号，

その他指紋，声紋，写真等個人別に付与された識別項目(identifying par-

ticular)を含むものをいう。」

　この定義についてはなお精査しなければならない点があるが，少なくと

も本稿でいう個票上の記録が個人にかかおるものである場合には，その記

録は上記の定義の範囲内であることは，ほぼ明らかである。では個人にか

かおる個体データはどうであろうか？　個体データに含まれているひとつ

ひとつの項目が，それ単独では識別項目になりえない場合でも，それらの

項目の集まり，もしくは項目のある配列が個人の特定を可能にするとき，

その個体データは上記の定義の傘下に入るのであろうか？　この点は，統

計調査における個体データの提供および個体データから出力されるデータ

の情報化を，プライバシー保護またはデータ保護に関する法制との関連に

おいて考察する場合に，ひとつの論点となると考えられるのである。
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住民票の記載事項のいずれかを含み，かつ，当該記載事項以外の個人に係

る情報を含むものをいう。」

　この規定によれば，個人を特定できる項目として，住民票の記載事項

（のいずれか）が考慮されていることになる。　そしてそれが，当該個人にか

かおる他の情報に付加されている場合にはじめて，個人に関する情報とし

て保護対象とするという考え方に立脚している。すなわち，住民票の記載

事項にとどまる場合には，それだけでは，個人にかかおる情報として，条

例上の保護対象とはしないという立場に立っていると思われるのである17）。

このことは，住民票の記載事項に該当する項目を含まない個人にかかおる

情報は，どのような扱いになるのか，という点についての疑問の余地を残

しているが，この点は，統計調査における匿名化の問題として後にふれる

こととし,ここでは，個体の特定に関連する項目のなかで,個体を特定でき

る項目もしくは最も特定の可能性の高い項目を，個体識別子(identifiers)

としておく。

　春日市条例を例にとれば，住民票の記載事項のいずれかは，個体識別子

となりうる。（生年月日は，それ単独でも個人を特定する項目となりうる。）統計

調査においては，個票上の記録としての個体の名称および住所は，個体識

別子となりうる。（ただし,同一住所に同名称の個体が存在することはありえない

わけではない。）通常の統計調査において，個票に記録される識別番号は，

個票上の記録が個体データとして出力される段階で，別個の一連番号に変

換されるから，統計データが作成完了した後に個票が廃棄される慣例のも

とでは，一連番号をもとに特定の個体の情報を引き出すことは不可能であ

る。したがって，個票上の記録としての識別番号は，情報提供のための個

体識別子には，通常なりえない。しかしこの番号は，記録リンケージある

いはデータ・リンケージ18）のＫｅｙとして用いられることがあるから，リ

ンケージのＫｅｙとして用いられることを予め予期して付加される識別番

号は，個体識別子となりうる。
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叙述しておく。

　その１は，統計調査において，プライバシーの観点からの保護が検討さ

るべき局面は，提供さるべき個体情報の設定から，情報源泉者が直接また

は情報媒介者を介して情報を提供するすべての過程に及ぶものであること。

　その２は，個体データは，保護の対象としてではなく，個体情報が秘匿

性の保証を原則として収集されたことに伴って，秘匿性という状態に置か

れているデータとして認識されるものであること。

　3.“識別された(identified)”あるいは識別されうる(identi-

　　　fiable)”の概念

　個人情報と個人データの概念に関連して考察を要する第２の点は，前記

１節の定義に共通してみられる“識別されだもしくは識別されうる”

の概念についてである。まず冒頭で引用した春日市条例の場合はどうであ

ろうか？　同条例第２条は個人を識別できるもの”としているが,その

含意は，同条例施行規則（昭和59年８月21日規則第21号）第２条の，“個人に

関する情報”の規定のなかから読みとることができる。その規定は次のと

おりである16）。

　　「条例第２条第１号に規定する「個人に関する情報」とは，氏名，住所

及び生年月日等の住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第７条に規定する

　　　　　　　　　　　　　－212（81）－



程をへて提供される情報である。この情報を，記録媒体としての個票14）に

記録したものを，個票上の記録とする。個票上の記録を，統計目的（後述）

のためのデータとして出力するとき，出力されたデータを個体データとす

る。すなわち，個票上の記録とは，個体情報を入力とし個体データを出力

とする記録であって，この観点から個体情報と個体データとは峻別される。

　個票には，個体情報以外の項目（たとえば地区名，番号，調査期間等）が記

録されるのが通例であるから，個票上の記録のひとつひとつが，個体情報

に対応しているとは限らない。また個体情報は，個票に記録される段階で，

情報の移転，変換，加工等（たとえば転記，コーディング，分類の格付け等）

が行われるから，個票上の記録は個体情報そのものの記録ではなく，した

がってまたそこから出力される個体データは，個体情報の忠実な写像では

ない15）。

　さてプライバシー保護，データ保護あるいは情報公開に開する諸国の法

制を管見すると，統計目的のために収集される情報，データあるいは記録

は，法の一部条項について適用除外とする措置がとられている場合がある。

前節の末尾で述べた疑義に関連して，適用除外とした理由を強いて忖度す

るならば，それは次の３点に整理されよう。

　その１は，統計調査によって収集される情報，データ，記録は，それら

を個別の決定に利用することを禁止する，“統計目的”という保護領域の

なかに置かれるものであるという理念があること。

　その２は，統計調査に開しては，既に固有の判定法によって，それによ

って収集される情報，データ，記録の保護についての制度上の保証が確立

されていること。

　その３は，統計調査において収集される情報は，情報の移転，変換，加

工を伴うのが常であるから，権利の対象として，同一の法規制のもとに置

くのは適切でないという認識があること。

　以上の考察から，本節の概念区分による課題の要約として，次の２点を
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帯，事業所，企業，農漁家等々にその源を発している。個人情報の情報源

は，当該個人がそのすべてではない。個人情報の多くはまた，世帯，事業

所，企業，農漁家等々を媒介として収集される。さらに，世帯，事業所，

企業，農漁家等々は，個人情報の情報源であるとともに，またそれ自体に

ついての情報源でもある。そこで本稿では，情報収集における情報の根源

である情報源を，情報源泉者とし，その情報提供の媒介となる情報源を情

報媒介者として区分しておく。情報源泉者と情報媒介者とをあわせて情報

提供者とする。権利主体としての情報提供者を意味する場合には，しばし

ば国民という用語を用いることもある。情報源泉者である個人，世帯，事

業所，企業，農漁家等々は，総称して個体とする。ここでの個体概念は，

集団概念に対置するものとして導入されている。

　情報源泉者がになっている諸属性は，それ自体では，プライバシーの観

点からの保護の対象とはなりえない。それらの諸属性が，提供さるべき情

報項目として設定され，そしてそれが，情報として提供される過程におい

て，はじめて保護の課題が発生する。統計調査の現実の場面において，こ

の課題が著しく多様な局面をもつ課題であることから，実証分析を基調と

した多面的な研究が展開されている12）。

　さて統計調査において情報提供者から提供される情報は，提供が完了し

た段階では，当該統計調査実施機関の管理のもとに置かれるデータとなる。

情報提供者の権利は，通常これらのデータには及ばない。実施機関は，秘

匿性の保証（後述）という原則にもとづいて，情報提供者の権利を保護す

るのである。実施機関の管理下にあるデータは，その後のデータ処理過程

の各段階で，逐次情報化する13）。通常のデータ処理過程では，最終産出物

としての情報が,結果表の形で，公表という手続きによって，国民に還元

される。この最終産出物として伝達される情報が，統計データである。

　以上の考察により，本橋では，個体情報と個体データとを区分する。個

体情報とは，個体から提供さるべき情報項目として設定され，情報提供過
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7）平松毅教授の文献による。

　　平松毅「カナタの「情報へのアクセス法」と「プライパシー法」」『季刊行

　　政管理研究j No 21，1983/3, PP 22～23。

　2.個体情報および個体データの概念

　前節末尾の第１の点すなわち，個人情報と個人テータの概念区分につい

て考察する。前節での引用に散見されるとおり，法制上の両者の概念区分

は必すしも明確ではなく，両者はしばしば混交して用いられている。よっ

て本稿ては，統計調査に関説して，個体情報と個体データの概念区分を導

入することとする。

　統計調査において収集される情報は，そのほとんとすべてか，個人，世
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は関連させうるテータであって，それによってその者が識別されうる情報

を含むものてある。」

　委員会かこの結論をえた経過についてＤｕｒbm（1979）は，世帯や家族等

の集団をいかにしてデータ保護法の規制のもとに置くことができるかにつ

いての検討の結果である，と述べている11）。

　以上の文献から垣間見た限りては，プライバシー保護あるいはテータ保

護に関する法制のもとでは，統計調査において収集される個人にかかおる

情報の，そのほとんとすべてが，理念上，保護さるべき対象概念に包括さ

れているとみることができる。後に述べるように，それらの情報は，法の

一部条項について適用除外とする措置がとられている例がみられるが，そ

れは立法技術上もしくは法運用上の観点から吟味された上での結論てあっ

て，統計調査における情報および情報提供の本質を洞見した上での結論て

あるか否かについては，なお疑義を残しているのである。

　さて，上記の個人情報および個人テータの定義に関説して，少なくとも

２つの点について更に考察を進めておかなければならない。その１は，個

人情報と個人データの概念区分についてであり，その２は,“識別された

あるいは識別されうる”の概念についててある。

　　1）春日市個人情報保護研究会編『個人情報保護への新時代―福岡県「春日市

　　　　個人情報保護条例」の制定と運用一』,第１法規出版, 1985, p 69より引用。

　　　　同条例についての解説と評価は，上掲書のほか次かおる。

　　　　堀部政男「情報公開とプライバシー保護（下）」『法律時報』56巻11号1984/

　　　　10．

　　　　光野繊維「個人情報保護条例の制定にあたって」『季刊行政管理研究j No.

　　　　26,1984/6．

　　2』条例検討段階ても，これらの点についての論議かあったとみられる。春日

　　　　市前掲書1）p 31 およびp 47 参照。
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局の保有する記録簿の，ほとんとすべてがその対象範囲に入ることとなり，

その結果莫大な費用を要することとなろうと論難した6）。

　比較的最近制定された，カナタのプライバシー法（1982年制定）は，その

第３条において個人情報を定義し，定義に含まれる情報の種類を列挙して

いる7）。列挙を参照した限りては，ここても，統計調査によって収集され

る個人にかかおる情報は，そのほとんとすべてが，定義の対象範囲に含ま

れてしまうのである。

　他方個人テータの定義についてはとうであろうか？　ますＯＥＣＤ（経済

協力開発機構）が1980年に勧告した，「プライパンー保護と個人テータの国

際流通についてのガイトラインに関するＯＥＣＤ理事会報告」（以下「OECD

勧告」とする）における定義を参照する8）。それは次のとおりてある。

　「“個人テータ(Personal Data)。とは，識別された又は識別されうる個

人（ａｎidentified or identifiableindividual) (データ主体）に関するすべての

情報を意味する。」

　前述の春日市条例における個人情報の定義は，ほほこのＯＥＣＤ勧告の

ラインに沿ったものとみることかてきるが，両者の定義で共通して用いら

れている“識別しうる”あるいは識別されうる”の概念について，欧米

諸国の統計研究者の間で，統計調査の観点から，多くの議論が行われてお

り，文献も数多い。この点については後に再度考察することとし，ここで

はそれらの議論のなかのひとつとして，イキリスの例を参照しておきたい。

イキリスにおいては，テータ保護法(Data Protection Ａｃt）か，ようやく

1984年７月に制定されるに到ったか，制定に到るまての過程で，統計研究

者を交えた，多彩な議論が展開されてきた。 1976年に設置された連合王国

テータ保護委員会か，1978年に提出した報告書（以下「Lmdop Report」と

する）9）は，テータ保護の観点からの統計テータの特質に論及した上で，そ

の結論を次のように述べている1o）。

　「個人テータとは，識別された又は識別されうる個人に関連し，あるい
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　　「個人に関する情報てあって，個人を識別できるものてあり，文書，図

画，写真，フィルム，磁気テープその他これらに類するもの及び電子情報

処理ンステムの入力物に記録されるもの若しくはされたものをいう。」

　統計調査の角度から，この定義の含意について，ます次の３点が述べら

れよう2）。

　その１は，情報を伝達する媒体を文書に限定していないこと。

　その２は，情報を電子情報処理ンステムの入力としての記録に限定して

いないこと。

　その３は，個人情報の提供者が，当該個人であることを前提としていな

いこと。

　すなわち，この定義によれは，統計調査の実施機関か収集する情報のな

かて，個人にかかおるものは，情報提供者か個人てあると否とにかかわら

ず，そのほとんとすべてか定義の範囲内に入ることとなる。

　さかのほって，テータ保護に関する立法の先駆として国際的な関心を喚

起した，スウェーテン・データ法(the Swedish Data Act,1973）の制定に

あたっての，初期の論議をふりかえってみよう。制定当初の同法第１条は，

個人情報について次のとおり定義した。

　　「個人情報(Personal Information)とは，個人にかんする情報を意味す

る。」8）

　たたしここてPersonal Informatioｎ”という英訳については注釈か要

る。この訳は，スウェーテン・テータ検査院(Data InspectionBoard)の採

用した訳であるが，この英訳に対しDal emusは，“Personal Data”を同

義の訳とした4）。

　初期のこの定義に対してDalenius (1979）は，この定義の対象範囲かあ

まりにも包括的てあって，識別可能な個人情報をそのなかに含む事業，農

場，自動車の記録簿(Register)をもカハーするものてあると批判し5），ま

たRapaport (1976）は，この定義のもとては，スウェーテン国家中央統計
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報公開という両側面に関しての，新たな法制の確立という形て，防御され

あるいは防御されようとしている。しかしそれらの法制は，その相乗効果

として，他方において，これまて研究者の意識にすら上らなかった統計調

査における情報提供をめくヽっての，新たな諸問題を提起することとなった。

すなわちその１は，国民からの情報提供にかかおるプライハシーの問題で

あり，その２は，提供された情報の秘匿性の問題てあり，その３はテータ

の情報化あるいは情報開示の問題である。

　本稿は，主としてこの後者の２つの問題に焦点をあて，論述の基礎とな

る諸概念の考察をとおして，問題の所在を明らかにしようとする試論てあ

る。すなわち首題の論及にさいして登場する諸概念は，情報処理の分野て

導入，定着したもの，プライハシー保護，テータ保護あるいは情報公開に

関する法制て成文となっているもの等が混在し，在来の統計調査論あるい

は統計制度論において慣用されている諸概念と，その同族性，異同は必ず

しも明らかてはない。よってそれら諸概念を整理し，その整合性をます吟

味することか本稿の主たる目的てある。検討の対象とした概念は15項目て

あるが，本稿てはそれを４項目の概念と２項目の原則に整理して叙述する。

　　〔本研究は，昭和60年度教員特別研究助成「現代日本経済社会の政策と課

　　題」（共同研究）の一部てある。〕

　1.個人情報(Personal Information)およひ個人テータ(Personal

　　　Data)の概念

　個人情報およひ個人テータの定義については，国の内外において，枚挙

にいとまのない程，多様な定義か用いられている。ここては最新の考え方

を織り込んたものとして，わか国の春日市個人情報保護条例（昭和59年７月

７日条例第12号）における定義を，まず引用しておく。それは次のとおりて

ある1）。
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　　　　　　統計調査における情報提供（Ｉ）

　　　　　　　　一諸概念の考察とその周辺-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工　藤　弘　安

　はじめに

　統計調査は，“社会の知る必要”とプライハンーの保護”という両極

のハランスを較量しなから，そのハランスを維持するために，“統計目的”

ど秘匿性の保証”というふたつの目標基準を設定し，それを自律原則と

して発展してきた。そもそも統計調査という情報収集活動は，国民に対し

て情報の提供を求め，提供された情報は統計目的以外には使用しないこと，

情報の秘匿性を保証することを国民に誓約することによって成立し，かつ

そのことを制度的に保障することによって維持されてきたのてある。統計

調査においてはしばしば，個人のプライバシーや企業の秘密にたち入った

情報の提供が求められる。“社会の知る必要”とプライバンーまたは秘

密の保護”との相剋関係は，統計制度のなかに組み入れられたかかる自律

原則か，十全にその機能を果たすことによって事無きをえたのてあった。

　しかるに都市化の進展と国民の生活様式の変化，絶えさる技術革新と企

業の国際化は，個人のプライバシーや企業の秘密に対する社会的関心を喚

起し，さらに　コンピュータの急速な発展と普及にともなう情報処理能力

の飛躍的な向上と，通信ンステムのネットワーク化にともなうテータ通信

の広域性，迅速性両面の進歩発達が，情報の収集，蓄積，流通，利用に関

する国民的ないし国家的不安を増幅するに至ったのである。

　情報化社会におけるそれらの社会的脅威は，プライバシー保護およひ情
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